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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、監査の結果に

基づき措置を講じた旨の通知がありましたので、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

  産業振興部 農水産課 

２ 監査実施日 

  令和２年１２月２３日 

３ 監査結果の公表日 

  令和３年２月１８日（平塚市監査委員公表第１号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務において、行政財産使用

料の納入通知書の未送付や、漁港区

域占用料の納入通知書の送付遅延が

多数見受けられた。また、繰り越し

た国庫支出金において、調定伝票の

起票漏れがあった。 

収入事務については、前回監査時

に指摘を受け、事務処理チェックシ

ートを見直すとともに、課長や担当

長によるチェックの徹底など、再発

防止に取り組んだにもかかわらず、

不適切な取扱いが再度生じたことは

誠に遺憾である。 

監査においては、対象課から事務

引継ぎの状況等について説明された

が、人事異動などの場においては、

 

 

（１） 収入事務において、ミスの再発防止

を徹底するためには、全員で共通の意

識を持ち、確認し合うことが確実と考

えています。特に、年度末及び年度初

めに注意する必要があることから、そ

の時期の業務を抽出したリストを作

成し、担当長と課長で共有してチェッ

クを行います。また、庁内システムの

スケジュール機能を活用し、年度末及

び年度初めの事務処理について、一定

期間注意喚起を行うことで、課内の職

員全員でスケジュールを共有し、お互

いに気づき合う仕組みを作り対応し

ていきます。 



十分な引継時間が確保できないこと

もあるので、分かりやすく確実な事

務処理を確保するためにマニュアル

を総点検するなど、平塚市財務規則

等に則り講じた措置を、確実かつ適

正に遵守する組織風土を構築された

い。 

 

     以 上 


